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■原因

・離脱前の車両一周の確認不足。

・一人乗車の為確認が不足していた。

・離脱前に打合せをしていなかった。

・落下物が自分たちの物であると確信できなく連絡が遅れた。

■今後の対策

・離脱前に必ず打合せを行ったのち離脱する。

・作業終了後全員集合し、作業車両は作業責任者、規制車両は規制責任者が立会って

車両の確認を行う。

・落下物発見の際は、安全な場所で♯9910に連絡を入れる。又は、メンテに連絡。
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